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地域医療介護連携ネットワークの運用上における個人情報の適切な取り扱いに係る関係法令 

 

■刑法（明治四十年法律第四十五号）（抄） 

（秘密漏示） 

第百三十四条 医師、薬剤師、医薬品販売業者、助産師、弁護士、弁護人、公証人又はこれ

らの職にあった者が、正当な理由がないのに、その業務上取り扱ったことについて知り得

た人の秘密を漏らしたときは、六月以下の懲役又は十万円以下の罰金に処する。 

（親告罪） 

第百三十五条 この章の罪は、告訴がなければ公訴を提起することができない。 

 

■保健師助産師看護師法（昭和二十三年法律第二百三号）（抄） 

第四十二条の二 保健師、看護師又は准看護師は、正当な理由がなく、その業務上知り得た

人の秘密を漏らしてはならない。保健師、看護師又は准看護師でなくなつた後においても、

同様とする。 

第四十四条の三 第四十二条の二の規定に違反して、業務上知り得た人の秘密を漏らした

者は、六月以下の懲役又は十万円以下の罰金に処する。 

２ 前項の罪は、告訴がなければ公訴を提起することができない。 

 

■個人情報の保護に関する法律（平成十五年法律第五十七号）（抄） 

（定義） 

第二条 

４ この法律において「個人情報データベース等」とは、個人情報を含む情報の集合物であ

って、次に掲げるもの（利用方法からみて個人の権利利益を害するおそれが少ないものと

して政令で定めるものを除く。）をいう。 

一 特定の個人情報を電子計算機を用いて検索することができるように体系的に構成

したもの 

二 前号に掲げるもののほか、特定の個人情報を容易に検索することができるように

体系的に構成したものとして政令で定めるもの 

５ この法律において「個人情報取扱事業者」とは、個人情報データベース等を事業の用に

供している者をいう。ただし、次に掲げる者を除く。 

一 国の機関 

二 地方公共団体 

三 独立行政法人等（独立行政法人等の保有する個人情報の保護に関する法律（平成十

五年法律第五十九号）第二条第一項に規定する独立行政法人等をいう。以下同じ。） 

四 地方独立行政法人（地方独立行政法人法（平成十五年法律第百十八号）第二条第一

項に規定する地方独立行政法人をいう。以下同じ。） 
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第八十三条 個人情報取扱事業者（その者が法人（法人でない団体で代表者又は管理人の定

めのあるものを含む。第八十七条第一項において同じ。）である場合にあっては、その役

員、代表者又は管理人）若しくはその従業者又はこれらであった者が、その業務に関して

取り扱った個人情報データベース等（その全部又は一部を複製し、又は加工したものを含

む。）を自己若しくは第三者の不正な利益を図る目的で提供し、又は盗用したときは、一

年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。 

 

■民法（明治二十九年法律第八十九号） 

（債務不履行による損害賠償） 

第四百十五条 債務者がその債務の本旨に従った履行をしないときは、債権者は、これによ

って生じた損害の賠償を請求することができる。債務者の責めに帰すべき事由によって

履行をすることができなくなったときも、同様とする。 

（損害賠償の範囲） 

第四百十六条 債務の不履行に対する損害賠償の請求は、これによって通常生ずべき損害

の賠償をさせることをその目的とする。 

２ 略 

（不法行為による損害賠償） 

第七百九条 故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、

これによって生じた損害を賠償する責任を負う。 

（財産以外の損害の賠償） 

第七百十条 他人の身体、自由若しくは名誉を侵害した場合又は他人の財産権を侵害した

場合のいずれであるかを問わず、前条の規定により損害賠償の責任を負う者は、財産以外

の損害に対しても、その賠償をしなければならない。 


